
［  設計監理料について  ］

設計監理料は、建築の用途・規模・構造・敷地条件・

事業内容などにより異なります。

 

Kra f t  A r ch i t e c t s では、独自の基準のみで金額を決定するのではなく、

国土交通省が示す「設計・工事監理等に係る業務報酬基準（告示第 8 号）」を参照し、

プロジェクトごとに必要な業務量を整理したうえで算出しています。

 

目安として、設計監理料は総工事費の 10～20％とお考えください。

交通費、各種申請業務費、構造設計料等は別途となります。

お支払いについて

設計監理料は、契約時に一括でお支払いいただく必要はありません。

設計は長い時間をかけて進むプロセスのため、プロジェクトの進行にあわせて

段階的にお支払いをお願いしています。

 

新築一戸建て住宅の場合の一例は、以下の通りです。

・設計着手時  　　　　10％

・基本設計完了時　　 20％

・実施設計完了時　　 30％

・工事期間中　　　　20％

・竣工・引渡し後　　20％

 

具体的な支払い条件は、

プロジェクトの内容に応じて個別にご提案します。
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［  業務範囲について  ］

設計監理業務の内容は、プロジェクトの用途や条件に応じて調整されます。

以下は一般的な業務範囲の例です。
 

 

□ 基本計画・基本設計（プロジェクトの方向性を定め、空間の骨格を検討します）

・敷地条件・法規の確認

・配置計画・平面計画・断面計画

・素材や光環境の検討

・概算コストの整理

 

□ 実施設計（施工に必要な情報を具体化します）

・詳細図面の作成

・確認申請等の手続き

・省エネ適合性判定の手続き

・設備・構造設計

・見積調整

 

□ 工事監理（設計意図が適切に実現されるよう施工状況を確認します）

・現場定例打合せ

・現場確認

・仕上げやディテールの最終調整

 

□ オプション業務（プロジェクトに応じて最適な形でご提案します）

・家具・サイン等のデザイン

・既存建物の調査・再生計画

・運用や使われ方に関する検討

・関係者間の調整支援
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